
○嬉野市実用英語技能検定料補助金交付要綱 

平成２８年３月３１日 

教育委員会告示第６号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、子どもたちの英語力及び学習意欲の向上を図るとともに、も

って「英語のまちづくり」に寄与する実用英語技能検定（以下「英検」という。）

に係る検定料の保護者の負担を軽減するため、市長が予算の範囲内において交付

する補助金（以下「補助金」という。）について、嬉野市補助金等交付規則（平

成１８年嬉野市規則第４２号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するもの（以

下「補助対象者」という。）とする。 

（１） 中学校に就学する生徒（以下「生徒」という。）の保護者で、市内に住

所を有するもの 

（２） 嬉野市と東彼杵町との間の学齢児童・生徒の教育事務の委託に関する規

約第２条第２項に規定する中学校の就学義務者の保護者 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、生徒１人につき学校在籍時の各年度１回限り英検に係る１

級、準１級、２級、準２級又は３級の検定料の２分の１の額とする。 

（補助金の交付の申請） 

第４条 規則第５条に規定する補助金等の交付の申請については、補助対象者が実

用英語技能検定料補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」という。）

により行うものとする。ただし、生徒が市内の中学校に在籍する場合は、生徒が

通学する学校の長（以下「学校長」という。）が交付の申請（以下「学校長申請」

という。）を行うことができるものとし、この場合は、英検の検定日の１０日前

までに当該申請書を市長に提出するものとする。 

２ 前項ただし書に規定する学校長が申請を行う場合は、補助対象者は、委任状（様

式第２号）を学校長に提出しなければならない。 

（補助金等交付申請書の添付書類） 

第５条 学校長申請の場合、交付申請書の添付書類は、次に掲げるものとする。 



（１） 委任状 

（２） 実用英語技能検定料補助対象者名簿（様式第３号） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付の決定の通知） 

第６条 規則第６条の規定による補助金の交付の決定の通知は、実用英語技能検定

料補助金交付決定通知書（様式第４号）により行うものとする。 

（実績報告） 

第７条 規則第１５条に規定する補助金等実績報告書は実用英語技能検定料補助金

実績報告書（様式第５号）によるものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。 

（１） 検定料の領収書の写し 

（２） その他市長が必要と認める書類 

２ 学校長申請の場合、学校長は、前項に規定する実績報告書及び添付すべき書類

について、英検が終了した日から１５日以内に市長へ提出しなければならない。 

（補助金の額の確定の通知） 

第８条 規則第１６条の規定による補助金の額の確定の通知は、実用英語技能検定

料補助金確定通知書（様式第６号）により行うものとする。 

（補助金の交付） 

第９条 規則第１８条第２項に規定する補助金等交付請求書は、実用英語技能検定

料補助金請求書（様式第７号）による。 

（その他） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年７月３０日教委告示第７号） 

この告示は、平成３０年８月１日から施行し、改正後の嬉野市実用英語技能検定

料補助金交付要綱の規定は、平成３０年度分の補助金から適用する。 

  附 則（令和６年６月３日教委告示第５号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

  附 則（令和６年９月２日教委告示第６号） 

この告示は、公布の日から施行する。 


